
１．健全化判断比率
（単位：％）

実 質 赤 字 比 率 － 3.75 5.00 

連結実質赤字比率 － 8.75 25.00 

実質公債費比率 22.3  25.0  35.0  

将 来 負 担 比 率 346.0  400.0  

※　実質公債費比率、将来負担比率における標準財政規模は、算入公債費等を控除した額

早期健全化基準とは 　☆自主的な改善努力による財政の健全化が必要な水準

財政再生基準とは 　☆国等の関与による確実な再生が必要な水準

【比率の推移】 （単位：％）
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

増　減
実質公債費比率 19.8 20.6 21.7 22.3 0.6 
将 来 負 担 比 率 335.6 346.0 10.4 

２．資金不足比率
（単位：％、千円）

資金剰余額 事業の規模

病 院 事 業 会 計 － 20.00 614,138 9,548,551

電 気 事 業 会 計 － 20.00 1,798,023 3,072,619

工 業 用 水 道
事 業 会 計

－ 20.00 0 1,667,547

公共下水道事業
特 別 会 計

－ 20.00 14,508 433,506

流域下水道事業
特 別 会 計

－ 20.00 6,641 0

※　事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

比　　率
経営健全化
基         準

参　　　　　　　　　考

　　 ○財政健全化計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の義務付け。
　　 ○実施状況を毎年度議会に報告し公表。

公営企業ごとの資金の不足
額の事業規模（※）に対する
比率
【フロー指標】

　○地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した、「健全化判断比率」及び「資金不足比率」は、
　　 次のとおりとなりましたので公表します。

一般会計等に係る実質赤字額の標準財政規模
に対する比率
【フロー指標】

全会計に係る実質赤字額（資金不足額）の標準
財政規模に対する比率
【フロー指標】

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財
政規模（※）に対する比率
【フロー指標】

一般会計等が将来負担する公社等も含めた実
質的負担額の標準財政規模（※）に対する比率
【ストック指標】

　　 ○財政再生計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の義務付け。

　　 ○財政再生計画の策定に当たり、総務大臣の同意を得ていない場合は、
　　　　災害復旧事業債を除き起債を制限。

趣　　　旨　　　等

平成２１年度算定（H20決算）健全化判断比率等について

比　　率
早期健全化
基　　　　 準

財政再生
基      準

趣　　　旨　　　等
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健 全 化 判 断 比 率 の 算 定 概 要

標 準 財 政 規 模
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245,686,210

259,879,068

273,472,858

274,527,411 1,398,261,178

一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模

連 結 実 質 赤 字 額

実 質 公 債 費 比 率
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277,220,108

311,034,354

1,372,738,511

1,380,725,045

207,205,655

203,538,434

３カ年平均

実質公債費
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(A+B-C)/(D-C)

20.17745
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25.17904

22.3    

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

公債費充当
一般財源等額

☆実質赤字比率は、一般会計及び特別会計（公営事業会

計を除く）における実質収支額の標準財政規模に対する割

合であり、北海道においては一般会計等の実質赤字額が

ないため、比率は算定されていません。

標準財政規模とは、その団体の標準

的な一般財源収入であり、標準税収

入額等＋普通交付税額＋臨時財政

対策債発行可能額の合計です。

☆連結実質赤字比率は、全ての会計における実質収支額（資金不足・剰余額）の標準財政規模に対す

る割合であり、北海道においては連結実質赤字額がないため、比率は算定されていません。

☆実質公債費比率は、一般会計における公債費（借金の返済）等に充てた一般財源等の標準財政規模（交付税の基準財

４

①－②＝（Ａ）

③－④＝（Ｂ）

（Ａ）÷（Ｂ）＝ 346.0

充 当 可 能 基 金 3,889,147,329

標 準 財 政 規 模 ③

算 入 公 債 費 等 の 額 ④

1,398,261,178

274,527,411

1,123,733,767

将 来 負 担 比 率

地 方 債 の 現 在 高

債務負担行為に基づく支出予定額

公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額

組 合 等 負 担 等 見 込 額

将 来 負 担 額 ①

退 職 手 当 負 担 見 込 額

設立法人の負債額等負担見込額

連 結 実 質 赤 字 額

組合等連結実質赤字額負担見込額

5,717,135,196

207,550,135

60,317,891

18,509,707

688,004,548

26,672,647

0

6,718,190,124 100.0%

85.1%

3.1%

0.9%

0.3%

10.2%

0.4%

0.0%

0.0%

充 当 可 能 財 源 等 ② 2,829,042,795 100.0%

金　　　額 割　　　合

0

基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 2,619,559,259 92.6%

81,739,108 2.9%

充 当 可 能 特 定 歳 入 127,744,428 4.5%

☆実質赤字比率は、一般会計及び特別会計（公営事業会

計を除く）における実質収支額の標準財政規模に対する割

合であり、北海道においては一般会計等の実質赤字額が

ないため、比率は算定されていません。

標準財政規模とは、その団体の標準

的な一般財源収入であり、標準税収

入額等＋普通交付税額＋臨時財政

対策債発行可能額の合計です。

☆連結実質赤字比率は、全ての会計における実質収支額（資金不足・剰余額）の標準財政規模に対す

る割合であり、北海道においては連結実質赤字額がないため、比率は算定されていません。

☆実質公債費比率は、一般会計における公債費（借金の返済）等に充てた一般財源等の標準財政規模（交付税の基準財

政需要額算入額を控除）に対する割合であり、北海道は過去に国の景気・経済対策に呼応して、公共事業等を積極的に

実施した際に多額の道債を発行したことや収支不足を補てんするために行政改革推進債等を発行したことから、道債償

還費が増加しています。

☆将来負担比率は、一般会計が将来負担すると見込まれる一般財源等の標準財政規模（交付税の基準財政需要額算入

額を控除）に対する割合であり、北海道は将来負担額の大部分を地方債の残高が占めています。

これは、実質公債費比率と同様に、過去に国の景気・経済対策に呼応して、公共事業等を積極的に実施した際に多額の

道債を発行したことや収支不足を補てんするために行政改革推進債等を発行したことが、主な要因となっています。


